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規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
職
務
代
理
者 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員 

岩 

本 

育 

子 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
条
を
削
る
。 

第
十
九
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
九
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第

八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
五

条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
十
一
条
中
「
に
よ
り
、
」
の
下
に
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二

条
と
す
る
。 

第
十
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と

す
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
別
記
様
式
第
三
十
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
九
号
」
に
、
「
第

四
条
第
十
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
に
、
「
第
百
三
十
四
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条

第
一
項
」
に
、
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条

と
す
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十

六
条
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
号
」
に
、
「
第
十
四
条
各
号
」
を
「
第
十
五
条
各
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

第
七
条
中
「
第
二
条
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
二
号
」
に
、
「
第
二
条
第
六
項

第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 



第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
二
条
第
六
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同

条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
要
配
慮
個
人
情
報
） 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
四
項
の
規
則
等
で
定
め
る
記
述
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か

を
内
容
と
す
る
記
述
等
（
本
人
の
病
歴
又
は
犯
罪
の
経
歴
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
。 

イ 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体

上
の
障
害 

ロ 

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
い
う
知
的
障
害 

ハ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
に
い
う
精
神
障
害
（
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
を
含
み
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ニ 

治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の 

二 

本
人
に
対
し
て
医
師
そ
の
他
医
療
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
医

師
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
健
康
診
断
そ

の
他
の
検
査
（
同
号
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
の
結
果 

三 

健
康
診
断
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
又
は
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
心
身
の
変
化
を
理
由
と
し

て
、
本
人
に
対
し
て
医
師
等
に
よ
り
心
身
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
指
導
又
は
診
療
若
し
く

は
調
剤
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

四 

本
人
を
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
捜
索
、
差
押
え
、
勾
留
、
公
訴
の
提
起
そ

の
他
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

五 

本
人
を
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
少

年
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
と
し
て
、
調
査
、
観
護
の
措
置
、
審
判
、
保
護
処
分
そ
の
他
の

少
年
の
保
護
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。 

 

第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。 

別
表
中
「
（
第
十
八
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
九
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 



１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
第

一
号
イ
の
改
正
規
定
（
「
別
記
様
式
第
三
十
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
九
号
」
に
、
「
第
四

条
第
十
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
及
び
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
施
行
の
際
現
に
教
育
委
員
会
が
保
有
し
て
い
る
同
条
例
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六

十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
新
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
記
録
情
報
に
新
条
例

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
配
慮
個
人
情
報
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
当
該
要
配
慮
個
人
情
報

を
含
む
旨
を
記
載
す
る
た
め
の
新
条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿

の
修
正
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
第
六
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
直
ち

に
」
と
あ
る
の
は
、
「
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
及
び
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
イ
シ
ア
モ
ー
ル
滑
川
（
Ｓ
街
区
） 

 
 

 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
蔵
之
前
二
千
六
百
九
十
六
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 
赤
石
好
弘 

 
 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

橋
本
浩
英 

 
 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

赤
石
好
弘 

 
 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地 

外 

未
定 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア 

代
表
取
締
役 

橋
本
浩
英 

 
 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地 

外 

計
五
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

三
井
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
パ
ー
ク
入
間
、
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
入
間
倉
庫
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
宮
寺
三
千
百
六
十
九
外 

 
 

 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
テ
リ
オ 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

外 

計
百
六
十

者 

（
変
更
後
）
コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

ケ
ン
テ
リ
オ 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
池
上
新
町
三
丁
目
一
番
四
号 

外 

計
百
五
十

八
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 



 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
九
月
十
六
日
ま
で 

 

ロ 
意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
鶴
ケ
丘
店 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ケ
丘
字
仲
丸
前
二
百
七
十
六
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

住
宅
に
密
接
し
て
大
型
店
舗
を
設
置
し
、
ま
た
深
夜
時
間
帯
に
ま
で
営
業
す
る
こ
と
に
鑑

み
、
そ
の
社
会
的
責
任
か
ら
、
環
境
問
題
に
対
し
単
に
留
守
番
程
度
の
窓
口
や
、
夜
間
土
日

は
閉
ま
っ
て
し
ま
う
窓
口
で
は
な
く
、
責
任
を
も
っ
て
即
応
し
う
る
連
絡
体
制
と
窓
口
を
設

け
て
近
隣
住
民
に
明
示
す
る
と
と
も
に
、
少
な
く
と
も
営
業
時
間
内
は
開
設
し
、
そ
の
実
効

性
を
担
保
し
て
も
ら
い
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
鶴
ケ
丘
店 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ケ
丘
字
仲
丸
前
二
百
七
十
六
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

店
舗
周
囲
に
お
い
て
、
騒
音
レ
ベ
ル
が
試
算
に
お
い
て
規
定
範
囲
を
超
過
し
て
い
る
単
体

地
点
が
あ
り
、
試
算
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
来
店
車
両
に
よ
る
ド
ア
や
ト
ラ
ン
ク
の
開
閉
音

等
を
加
え
る
と
、
実
際
に
は
さ
ら
に
騒
音
程
度
と
範
囲
の
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
。 

ま
た
、
店
舗
南
側
面
に
お
い
て
、
住
宅
に
距
離
的
に
接
近
し
て
大
型
店
舗
施
設
店
頭
面
を

配
置
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
喧
噪
や
光
害
等
、
日
中
か
ら
深
夜
に
及
ぶ
生
活
環
境
へ
の

大
き
な
支
障
が
強
く
懸
念
さ
れ
る
。 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
近
隣
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
に
、
大
型
店
舗
施
設
の
配
置
の
見
直

し
を
含
め
、
実
効
性
あ
る
遮
蔽
等
、
自
主
的
な
事
前
の
予
防
と
住
民
へ
の
説
明
を
図
っ
て
も

ら
い
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
鶴
ケ
丘
店 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ケ
丘
字
仲
丸
前
二
百
七
十
六
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

関
連
法
規
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
周
辺
の
環
境
の
保
持
に
遺
漏
が
な
い
よ
う
徹
底
す
る
と
と

も
に
、
現
段
階
か
ら
近
隣
住
民
と
の
環
境
の
保
持
に
関
す
る
連
携
を
密
に
し
て
も
ら
い
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
鶴
ケ
丘
店 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ケ
丘
字
仲
丸
前
二
百
七
十
六
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

一
般
車
両
出
入
り
口
を
店
舗
東
側
に
計
画
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
東
側
を
南
北
に
縦

貫
す
る
市
道
（
以
下
「
市
道
」
）
お
よ
び
同
市
道
と
県
道
川
越
越
生
線
と
の
交
差
点
（
以
下
、

「
交
差
点
」
）
周
辺
環
境
に
種
々
の
支
障
が
懸
念
さ
れ
る
。 

当
該
市
道
お
よ
び
交
差
点
は
地
域
密
着
の
生
活
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
大
型
店
舗
の
出
入
り
口
を
設
け
る
こ
と
で
大
幅
な
交
通
量
の
増
加
を
も
た
ら
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
円
滑
な
生
活
道
お
よ
び
交
差
点
と
し
て
の
機
能
を
著
し
く
低
下
も
し
く
は

阻
害
さ
せ
る
が
、
問
題
は
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
交
差
点
の
機
能
低
下
に
よ
り
迂
回
の
た

め
の
市
道
北
側
通
学
路
方
向
へ
の
車
両
流
入
、
ま
た
交
差
点
通
過
車
両
（
市
道
側
お
よ
び
県

道
側
）
に
よ
る
交
差
点
渋
滞
回
避
の
た
め
の
近
傍
住
宅
地
区
へ
の
流
入
、
さ
ら
に
交
差
点
地

点
に
あ
っ
て
は
交
差
点
渋
滞
お
よ
び
発
進
停
止
に
よ
る
排
気
ガ
ス
汚
染
、
騒
音
、
車
両
に
よ

る
光
害
、
配
置
誘
導
員
等
に
よ
る
交
差
点
を
通
行
す
る
一
般
車
両
と
の
ト
ラ
ブ
ル
や
喧
噪
等

と
、
そ
う
で
な
く
と
も
店
舗
へ
の
納
品
車
両
に
よ
る
交
通
量
増
加
と
も
あ
い
ま
っ
て
道
路
お

よ
び
交
差
点
に
面
し
た
近
隣
の
環
境
に
大
き
く
支
障
を
来
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
同
地
点
に
車
両
の
出
入
り
口
を
設
け
る
こ
と
は
、
店
舗
へ
の
車
両
の
多
量

の
出
入
り
機
能
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
上
述
の
と
お
り
環

境
面
に
お
い
て
は
、
近
隣
お
よ
び
地
域
の
環
境
保
持
を
大
き
く
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
同
出
入
り
口
設
置
案
を
計
画
の
中
か
ら
取
り
消
し
て
も
ら
い
た
い
（
開
店
当
初
の
暫

定
使
用
と
し
て
も
、
通
行
量
や
通
行
可
能
時
間
帯
、
さ
ら
に
は
入
口
専
用
化
等
、
環
境
の
保

持
に
即
し
た
何
ら
か
の
使
用
の
制
限
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
。
）
。 

ま
た
、
誘
導
員
等
の
配
置
に
あ
た
っ
て
は
、
法
令
を
順
守
し
、
法
令
の
範
囲
内
と
す
る
と

と
も
に
、
周
辺
住
民
と
も
都
度
調
整
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 



 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
鶴
ケ
丘
店 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ケ
丘
字
仲
丸
前
二
百
七
十
六
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

店
舗
が
住
宅
に
密
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
た
め
、
店
舗
内

か
ら
周
辺
住
宅
が
展
望
、
眺
望
出
来
る
よ
う
な
構
造
は
望
ま
し
く
な
い
。
よ
っ
て
、
環
境
に

配
慮
し
て
店
頭
を
壁
と
す
る
か
、
ガ
ラ
ス
の
場
合
は
眺
望
が
不
可
能
な
能
力
を
有
す
る
曇
り

ガ
ラ
ス
等
と
し
て
も
ら
い
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
鶴
ケ
丘
店 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ケ
丘
字
仲
丸
前
二
百
七
十
六
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

喫
煙
場
所
は
設
け
て
も
店
舗
家
屋
内
と
認
識
し
て
い
る
。 

も
と
よ
り
、
住
宅
と
隣
接
し
深
夜
時
間
帯
ま
で
営
業
す
る
同
店
舗
に
お
い
て
、
屋
外
（
屋

上
駐
車
場
、
店
頭
駐
車
場
、
店
頭
等
）
に
て
の
喫
煙
は
、
周
辺
の
生
活
環
境
に
と
っ
て
受
動

喫
煙
防
止
や
環
境
美
化
等
、
生
活
環
境
保
持
の
た
め
に
容
認
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
屋
外

禁
煙
を
徹
底
し
て
も
ら
い
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
鶴
ケ
丘
店 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
鶴
ケ
丘
字
仲
丸
前
二
百
七
十
六
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

計
画
に
あ
る
営
業
時
間
（
開
店
時
刻
午
前
九
時
（
駐
車
場
は
八
時
三
十
分
）
、
閉
店
時
刻

午
前
零
時
（
駐
車
場
午
前
零
時
三
十
分
）
）
に
つ
い
て
は
、
早
朝
や
深
夜
に
特
化
し
た
問
題

の
説
明
や
対
処
が
不
足
の
感
が
あ
り
、
住
民
と
し
て
周
辺
環
境
の
保
持
に
つ
い
て
不
安
が
払

拭
出
来
な
い
。
よ
っ
て
、
営
業
時
間
に
つ
い
て
は
住
宅
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
開
店
時
刻
午

前
十
時
以
降
（
駐
車
場
午
前
九
時
三
十
分
以
降
）
、
閉
店
時
刻
午
後
九
時
以
前
（
駐
車
場
午

後
九
時
三
十
分
以
前
）
を
希
望
す
る
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
四
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
方
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住

所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

今 

川 

修 

一 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
七
百
三
十
二
番
地 

 

同 
 

大 

塚 

金
太
郎 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
六
百
六
十
二
番
地
一 

 

同 
 

永 

島 

廣 

忠 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
百
九
十
一
番
地
一 

 

同 
 

濱 

野 

太 

平 

同 
 

同 
 

同 
同 

千
八
百
四
番
地
二 

 

同 
 

大
久
保 

栄 

一 

同 
 

同 
 

同 

小
敷
谷
八
百
四
十
五
番
地
一
‐
二
街
区
十
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

号
棟
五
百
八
号
室 

 

同 
 

國 

嶋 

隆 

幸 

同 
 

同 
 

同 

平
方
四
百
九
十
三
番
地 

 

同 
 

福 

田 

幸 

雄 

同 
 

同 
 

同 

平
方
領
々
家
七
百
六
十
二
番
地 

 

監
事 

石 

倉 

正 

弘 

同 
 

同 
 

同 

平
方
四
百
九
十
七
番
地 

 

同 
 

新 

井 
 

 

茂 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
六
百
七
十
四
番
地 

 

同 
 

松 

本 
 

 

浩 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
百
三
十
四
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

今 

川 

修 

一 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
七
百
三
十
二
番
地 

 

同 
 

大 

塚 

金
太
郎 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
六
百
六
十
二
番
地 

 

同 
 

永 

島 

廣 

忠 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
百
九
十
一
番
地
一 

 

同 
 

濱 

野 

太 

平 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
四
番
地
二 

 

同 
 

大
久
保 

栄 

一 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
六
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

今 

川 

雄 

一 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
百
三
十
九
番
地 

 

同 
 

大 

竹 

榮 

次 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
百
十
四
番
地 

 

同 
 

永 

島 

稔 

夫 

同 
 

同 
 

同 

同 

九
百
七
十
番
地 

 

同 
 

石 

川 

直 

次 

同 
 

同 
 

同 

西
貝
塚
百
三
十
九
番
地 

 

監
事 

國 

嶋 

隆 

幸 

同 
 

同 
 

同 

平
方
四
百
九
十
三
番
地 

 

同 
 

福 

田 

幸 

雄 

同 
 

同 
 

同 

平
方
領
々
家
七
百
六
十
二
番
地 

 

同 
 

濱 

野 

正 

子 

同 
 

同 
 

同 

平
方
千
八
番
地 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
五
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

唐
子
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

 

長
谷
部 

高 

治 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字

袋
七
百
五
十
七
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
六
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
宮
代
町
和
戸
横
町
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

施
行
準
備
会
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
七
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
三

月
三
十
一
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
宮
代
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
八
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
上
日
出
谷
南
特
定
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
春
日
部
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

春
日
部
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

春
日
部
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

さ
い
た
ま
栗
橋
線 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

久
喜
市
高
柳
字
古
川
一
四
七
六
番
一
地
先

か
ら
同
市
高
柳
字
古
川
一
四
七
八
番
一
地

先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

二
○
・
九
五
～ 

二
一
・
〇
二 

 

一
七
・
四
五
～ 

 

二
一
・
〇
二 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
〇
・
六
四 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

  
 



 

 

さ
い
た
ま
栗
橋
線 

路 
 

線 
 

名 

久
喜
市
高
柳
字
古
川
一
四
七
六
番
一
地
先
か

ら
同
市
高
柳
字
古
川
一
四
七
八
番
一
地
先
ま

で 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸

県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長 

五
○
・
六
四
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

さ
い
た
ま
栗
橋
線 

久
喜
市
高
柳
字
古
川
一
四
七
六
番
一
地
先
か
ら
同
市
高
柳
字
古 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

川
一
四
七
八
番
一
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
七
日 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
一
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日 

 
 

川
建
セ
第
二
九
〇
〇
〇
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
泉
井
字
木
ノ
下
千
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
北
峰
字
大
河
原
八
番
七 

 
 

社
会
福
祉
法
人 

あ
り
す
福
祉
会 

理
事 

宮
倉 

裕
二 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用ポリ塩化アルミニウム  9,146 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  契約期間 

平成 29 年４月１日から平成 29 年９月 30 日まで 

４ 納入場所 

埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

埼玉県行田浄水場 

埼玉県新三郷浄水場 

埼玉県吉見浄水場 

５ 落札者を決定した日 

  平成 29 年３月 27 日 

６ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 

  埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

７ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり  16,400 円 

８ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札  

９ 入札の公告を行った日 

  平成29年１月20日 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
十
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用液体塩素    659 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  契約期間 

平成 29 年４月１日から平成 29 年９月 30 日まで 

４ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

埼玉県行田浄水場 

５ 落札者を決定した日 

  平成 29 年３月 27 日 

６ 落札者の氏名及び住所 

吉田化学産業株式会社 

  埼玉県さいたま市北区土呂町１丁目 45 番地 14 

７ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり  75,400 円 

８ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札  

９ 入札の公告を行った日 

  平成 29 年１月 20 日 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用次亜塩素酸ナトリウム  1,489 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  契約期間 

平成 29 年４月１日から平成 29 年９月 30 日まで 

４ 納入場所 

  埼玉県庄和浄水場 

  埼玉県新三郷浄水場 

埼玉県吉見浄水場 

５ 落札者を決定した日 

  平成 29 年３月 27 日 

６ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 

  埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

７ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり  53,000 円 

８ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札  

９ 入札の公告を行った日 

  平成 29 年１月 20 日 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
十
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用粉末活性炭(ウェット炭)  378 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  契約期間 

平成 29 年４月１日から平成 29 年９月 30 日まで 

４ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

埼玉県行田浄水場 

５ 落札者を決定した日 

  平成 29 年３月 27 日 

６ 落札者の氏名及び住所 

   キョウワ株式会社 

  埼玉県久喜市清久町４番地１ 

７ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり 139,000 円 

８ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札  

９ 入札の公告を行った日 

  平成29年１月20日 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用粉末活性炭(ドライ炭)  702 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  契約期間 

平成 29 年４月１日から平成 29 年９月 30 日まで 

４ 納入場所 

  埼玉県大久保浄水場 

埼玉県吉見浄水場 

５ 落札者を決定した日 

  平成 29 年３月 27 日 

６ 落札者の氏名及び住所 

   キョウワ株式会社 

  埼玉県久喜市清久町４番地１ 

７ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり 133,000 円 

８ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札  

９ 入札の公告を行った日 

  平成 29 年１月 20 日 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
二
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

  



１ 購入等物件及び予定数量 

水道用濃硫酸     1,978 トン 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企業局水道管理課水質担当 

  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 14 番 21 号 

３  契約期間 

平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 

４ 納入場所 

埼玉県大久保浄水場 

埼玉県庄和浄水場 

埼玉県行田浄水場 

埼玉県新三郷浄水場 

埼玉県吉見浄水場 

５ 落札者を決定した日 

  平成 29 年３月 27 日 

６ 落札者の氏名及び住所 

   川口薬品化学株式会社 

  埼玉県川口市川口５丁目 12 番 34 号 

７ 落札金額（税抜） 

   １トン当たり  17,900 円 

８ 落札者を決定した手続 

  一般競争入札  

９ 入札の公告を行った日 

  平成29年１月20日 
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